
港区マンション建替法容積率許可に係るスケジュール 

マンション建替法容積率許可 建築確認 関連計画等（第９号様式関係） 

 

 

  

 

※１ 事前及び本建築審査会にあっては、開催の概ね１週間前までに資料を２０部ご用意ください。 

※２ 公聴会は、事務取扱要領等により対象規模や詳細な手続きを定めております。 

※３ 許可手続き期間は、公聴会の有無や建築審査会の開催日により異なります。 
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